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(57)【要約】
【課題】冷媒が循環する冷媒回路を有しており被空調空
間の空調を行う空調装置と、被空調空間の換気を行う換
気装置と、を含む空調換気システムにおいて、空調装置
からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑える。
【解決手段】空調装置（１）を制御する空調制御装置（
１２）は、空調装置（１）と換気装置（６ａ、６ｂ）と
が通信接続された状態において冷媒の漏洩が検知された
際に、換気装置（６ａ、６ｂ）を制御する換気制御装置
（１６０ａ、１６０ｂ）に対して換気装置（６ａ、６ｂ
）の運転を行うことを指令する。また、空調装置（１）
と換気装置（６ａ、６ｂ）との通信接続の異常が発生し
た場合には、換気制御装置（１６０ａ、１６０ｂ）が、
冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気装
置（６ａ、６ｂ）の運転を行う。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒が循環する冷媒回路（１ａ）を有しており被空調空間の空調を行う空調装置（１）
と、前記被空調空間の換気を行う換気装置（６ａ、６ｂ）と、を含む空調換気システムに
おいて、
　前記空調装置の構成機器を制御する空調制御装置（１２）は、前記空調装置と前記換気
装置とが通信接続された状態において前記冷媒の漏洩が検知された際には、前記換気装置
の構成機器を制御する換気制御装置（１６０ａ、１６０ｂ）に対して前記換気装置の運転
を行うことを指令するようになっており、
　前記換気制御装置は、前記空調装置と前記換気装置との通信接続の異常が発生した場合
には、前記冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、前記換気装置の運転を行う、
空調換気システム。
【請求項２】
　前記換気制御装置（１６０ａ、１６０ｂ）には、前記空調装置（１）と前記換気装置（
６ａ、６ｂ）との間の通信を可能にするアダプタ装置（７０ａ、７０ｂ）が接続されてお
り、
　前記アダプタ装置は、前記空調装置と前記換気装置との通信接続の異常が発生した場合
には、前記冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、前記換気制御装置に対して前
記換気装置の運転を行うことを指令するようになっている、
請求項１に記載の空調換気システム。
【請求項３】
　前記冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知装置（１１ａ、１１ｂ）は、前記空調制御装置
（１２）に接続されている、
請求項１又は２に記載の空調換気システム。
【請求項４】
　前記空調制御装置（１２）は、前記空調装置（１）と前記換気装置（６ａ、６ｂ）とが
通信接続された状態になるまで前記空調装置の運転を行えないようにする、
請求項１～３のいずれか１項に記載の空調換気システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調換気システム、特に、冷媒が循環する冷媒回路を有しており被空調空間
の空調を行う空調装置と、被空調空間の換気を行う換気装置と、を含む空調換気システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、特許文献１（特開２００１－７４２８３号公報）に示すように、可燃性の冷
媒が循環する冷媒回路を有する空調装置の室内ユニットと、換気扇（換気装置）とを室内
（被空調空間）に設置し、そして、可燃性の冷媒の漏洩を検知した際に、換気装置を運転
することで可燃性の冷媒を被空調空間から排出するようにした構成が提案されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、空調装置と換気装置とをビル等の建物に設置することによって、被空調空間の
冷暖房及び換気を行うようにする場合には、実際には、空調装置と換気装置とが、互いに
独立して設置される場合が多い。すなわち、換気装置としては、換気扇のようなファンを
有するものや、排熱回収のための全熱交換器を有するもの、除湿や加湿のための除加湿器
を有するもの等、様々な種類のものが存在しており、空調装置とは独立してユーザーのニ
ーズに応じて選定されるため、設置現場において、異なる業者によって空調装置と換気装
置とが独立して設置される場合が多いのである。



(3) JP 2016-211794 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

【０００４】
　しかし、このような空調装置と換気装置とが独立して選定・設置される場合であっても
、空調装置からの冷媒の漏洩によって、被空調空間における酸欠事故、着火事故（冷媒が
微燃性又は可燃性を有する場合）又は中毒事故（冷媒が毒性を有する場合）が発生するこ
とを防止するために、冷媒が漏洩した際に換気を行い、被空調空間において酸欠濃度、可
燃濃度又は毒性限界濃度を超えないようにすることが重要である。このため、空調装置と
換気装置とが独立して選定・設置される場合には、空調装置から冷媒が漏洩した際に換気
装置を運転させることができるように、空調装置と換気装置との間を通信接続した構成を
採用することが考えられる。
【０００５】
　ところが、空調装置と換気装置との間を通信接続することで空調装置から冷媒が漏洩し
た際に換気装置を運転させる構成を採用しても、空調装置と換気装置との通信接続の異常
が発生すると、冷媒が漏洩した際に換気装置を運転させることができず、空調装置からの
冷媒の漏洩による事故の発生を抑えることができないおそれがある。
【０００６】
　本発明の課題は、冷媒が循環する冷媒回路を有しており被空調空間の空調を行う空調装
置と、被空調空間の換気を行う換気装置と、を含む空調換気システムにおいて、空調装置
からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の観点にかかる空調換気システムは、冷媒が循環する冷媒回路を有しており被空調
空間の空調を行う空調装置と、被空調空間の換気を行う換気装置と、を含んでいる。ここ
で、空調装置の構成機器を制御する空調制御装置は、空調装置と換気装置とが通信接続さ
れた状態において冷媒の漏洩が検知された際に、換気装置の構成機器を制御する換気制御
装置に対して換気装置の運転を行うことを指令するようになっている。そして、ここでは
、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合には、換気制御装置が、冷媒の
漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気装置の運転を行う。
【０００８】
　ここでは、上記のように、まず、空調装置と換気装置とを通信接続しておき、空調装置
から冷媒が漏洩した際に、空調制御装置から換気制御装置への指令により換気装置を運転
させることで、被空調空間から漏洩した冷媒を排出できるようにしている。
【０００９】
　しかし、このような構成では、何らかの原因で空調装置と換気装置との通信接続の異常
が発生すると、空調制御装置から換気制御装置への指令が行われなくなる。このため、冷
媒が漏洩した際に換気装置を運転させることができず、被空調空間から漏洩した冷媒を排
出することができなくなってしまう。
【００１０】
　そこで、ここでは、上記の構成に加えて、さらに、空調装置と換気装置との通信接続の
異常が発生した場合には、換気制御装置が、冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわら
ず、換気装置の運転を行うようにしている。
【００１１】
　これにより、ここでは、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合には、
換気制御装置側の判断で、被空調空間の換気を強制的に行い、冷媒の漏洩が発生している
場合には被空調空間から漏洩した冷媒を排出することができるため、空調装置からの冷媒
の漏洩による事故の発生を確実に抑えることができる。
【００１２】
　第２の観点にかかる空調換気システムは、第１の観点にかかる空調換気システムにおい
て、換気制御装置には、空調装置と換気装置との間の通信を可能にするアダプタ装置が接
続されており、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合には、アダプタ装
置が、冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気制御装置に対して換気装置の
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運転を行うことを指令するようになっている。
【００１３】
　ここでは、上記のように、空調装置と換気装置とをアダプタ装置を介して通信接続する
ことで、空調制御装置と換気制御装置との直接接続では通信できない場合等に対応できる
ようにしている。そして、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合には、
アダプタ装置が、冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気装置の運転を行う
ようにしている。
【００１４】
　これにより、ここでは、空調制御装置と換気制御装置との直接接続では通信できない場
合等に対応しつつ、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合に、被空調空
間の換気を強制的に行い、冷媒の漏洩が発生している場合には被空調空間から漏洩した冷
媒を排出することができるため、空調装置からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑
えることができる。
【００１５】
　第３の観点にかかる空調換気システムは、第１又は第２の観点にかかる空調換気システ
ムにおいて、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知装置が、空調制御装置に接続されている
。
【００１６】
　ここでは、上記のように、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知装置を空調制御装置に接
続しているため、空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合には、換気制御
装置が冷媒の漏洩の有無を知ることができなくなるが、換気制御装置側の判断で、冷媒の
漏洩の発生に備えて換気装置を運転させることができる。
【００１７】
　第４の観点にかかる空調換気システムは、第１～第３の観点のいずれかにかかる空調換
気システムにおいて、空調制御装置が、空調装置と換気装置とが通信接続された状態にな
るまで空調装置の運転を行えないようにする。
【００１８】
　ここでは、上記のように、空調装置と換気装置とが通信接続された状態が確立されるま
では空調装置の運転を行えないようにしている。すなわち、ここでは、空調装置からの指
令によって換気装置を運転させることが可能な状態にする以前に、空調装置からの冷媒の
漏洩による事故への対策を講じるようにしているのである。
【００１９】
　これにより、ここでは、空調装置と換気装置とが通信接続された状態になる前後にわた
って、空調装置からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑えることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の説明に述べたように、本発明によれば、空調装置と換気装置との通信接続の異常
が発生した場合には、換気制御装置側の判断で、被空調空間の換気を強制的に行い、冷媒
の漏洩が発生している場合には被空調空間から漏洩した冷媒を排出することができるため
、空調装置からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる空調換気システムの全体構成図である。
【図２】空調換気システムの通信系統図である。
【図３】空調装置の機器配管系統図である。
【図４】換気装置の機器構成図である。
【図５】空調換気システムの制御ブロック図（集中制御装置及びアダプタ装置以外を詳細
に図示）である。
【図６】空調換気システムの制御ブロック図（集中制御装置及びアダプタ装置を詳細に図
示）である。
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【図７】現場設置後における各装置間の通信系統の接続処理を示すフローチャートである
。
【図８】運転許可後のエリアと各装置との対応関係を示す図である。
【図９】強制換気運転を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明にかかる空調換気システムの実施形態について、図面に基づいて説明する
。尚、本発明にかかる空調換気システムの実施形態の具体的な構成は、下記の実施形態及
びその変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【００２３】
　（１）構成
　＜全体＞
　図１は、本発明の一実施形態にかかる空調換気システムの全体構成図である。図２は、
空調換気システムの通信系統図である。
【００２４】
　空調換気システムは、主として、被空調空間の冷房及び暖房を行うことが可能な空調装
置１と、被空調空間の換気を行う換気装置６ａ、６ｂと、を含むシステムである。また、
空調換気システムは、冷媒を検知する冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂを有している。
【００２５】
　空調装置１は、複数（ここでは、４つ）の室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが室外
ユニット２に接続されることによって構成されており冷媒が循環する冷媒回路１ａと、室
内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ及び室外ユニット２の運転制御を行う制御装置として
の空調制御装置１２と、を有する室内マルチ型の空調装置である。ここで、室内ユニット
３ａ、３ｂは、被空調空間の所定のエリアの１つであるエリアＳ１の冷房及び暖房を行う
ために、エリアＳ１の天井等に設置されており、室内ユニット３ｃ、３ｄは、被空調空間
の所定のエリアの１つであるエリアＳ２の冷房及び暖房を行うために、エリアＳ２の天井
等に設置されている。室外ユニット２は、建物の屋上等に設置されている。冷媒回路１ａ
は、複数の室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄと室外ユニット２とを冷媒連絡管４、５
を介して接続することによって構成されている。冷媒回路１ａには、冷媒として、Ｒ３２
のような微燃性を有する冷媒、又は、プロパンのような可燃性を有する冷媒、又は、アン
モニアのような毒性を有する冷媒が封入されている。空調制御装置１２は、複数の室内ユ
ニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄを被空調空間の所定のエリアＳ１、Ｓ２ごとに割り振って
複数の室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ等の運転制御を行う。空調制御装置１２は、
複数の室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄと、室外制御装置１２０と
、集中制御装置１００とが通信線を介して接続されることによって構成されている。各室
内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄは、対応する室内ユニット３ａ、３
ｂ、３ｃ、３ｄに設けられており、各室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄに対応してリ
モコンが設けられる場合には、そのリモコンも室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０
ｃ、１３０ｄに含まれる。室外制御装置１２０は、室外ユニット２に設けられている。集
中制御装置１００は、例えば、被空調空間を形成する建物内（ここでは、エリアＳ２）に
設けられている。
【００２６】
　換気装置６ａ、６ｂは、複数（ここでは、２つ）あり、各エリアＳ１、Ｓ２に対応して
設けられている。ここで、換気装置６ａは、エリアＳ１の換気を行うために、エリアＳ１
の天井裏等に設置されており、換気装置６ｂは、エリアＳ２の換気を行うために、エリア
Ｓ２の天井裏等に設置されている。各換気装置６ａ、６ｂには、換気制御装置１６０ａ、
１６０ｂが設けられており、各換気装置６ａ、６ｂに対応してリモコンが設けられる場合
には、そのリモコンも換気制御装置１６０ａ、１６０ｂに含まれる。換気制御装置１６０
ａ、１６０ｂは、空調装置１との連動を可能にするために、アダプタ装置７０ａ、７０ｂ
及び通信線を介して、空調制御装置１２の室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、
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１３０ｄに接続されている。ここで、アダプタ装置７０ａ、７０ｂは、空調装置１の室内
ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄと換気装置６ａ、６ｂとの間に介在して、空調装置１と
換気装置６ａ、６ｂとの間の通信を可能にする装置である。このため、ここでは、換気制
御装置１６０ａ、１６０ｂを空調制御装置１２の室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３
０ｃ、１３０ｄに直接接続するだけでは通信できない場合を想定して、アダプタ装置７０
ａ、７０ｂを設けるようにしている。但し、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂの空調制御
装置１２の室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄへの直接接続によって
空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの間の通信が可能な場合には、アダプタ装置７０ａ、
７０ｂを設ける必要がない。
【００２７】
　冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂは、複数（ここでは、２つ）あり、各エリアＳ１、Ｓ
２に対応して設けられている。ここで、冷媒漏洩検知装置１１ａは、室内ユニット３ａ、
３ｂからエリアＳ１で冷媒が漏洩しているかどうかを検知するために、エリアＳ１に設け
られており、冷媒漏洩検知装置１１ｂは、室内ユニット３ｃ、３ｄからエリアＳ２で冷媒
が漏洩しているかどうかを検知するために、エリアＳ２に設けられている。各冷媒漏洩検
知装置１１ａ、１１ｂには、検知制御装置１１０ａ、１１０ｂが設けられており、エリア
Ｓ１、Ｓ２で冷媒が漏洩しているかどうかを空調装置１に知らせるために、通信線を介し
て、空調制御装置１２の室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄに接続さ
れている。
【００２８】
　＜空調装置＞
　図３は、空調装置１の機器配管系統図である。ここで、図３においては、室外ユニット
２及び室内ユニット３ａ、３ｂの機器配管構成を詳細に図示し、室内ユニット３ｃ、３ｄ
の機器配管構成の図示を省略している。
【００２９】
　－室外ユニット－
　室外ユニット２は、上記のように、冷媒連絡管４、５を介して室内ユニット３ａ、３ｂ
、３ｃ、３ｄに接続されており、冷媒回路１ａの一部を構成している。
【００３０】
　室外ユニット２は、主として、圧縮機２１と、切換機構２３と、室外熱交換器２４とを
有している。
【００３１】
　圧縮機２１は、冷媒を圧縮する機構であり、ここでは、ケーシング（図示せず）内に収
容されたロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素（図示せず）が、同じくケーシ
ング内に収容された圧縮機モータ２２によって駆動される密閉式圧縮機が採用されている
。
【００３２】
　切換機構２３は、室外熱交換器２４を冷媒の放熱器として機能させる冷房運転状態と室
外熱交換器２４を冷媒の蒸発器として機能させる暖房運転状態とを切り換え可能な四路切
換弁である。ここで、冷房運転状態は、圧縮機２１の吐出側と室外熱交換器２３のガス側
とを連通させるとともに、ガス冷媒連絡管５と圧縮機２１の吸入側とを連通させる切り換
え状態である（図３の切換機構２３の実線を参照）。暖房運転状態は、圧縮機２１の吐出
側とガス冷媒連絡管５を連通させるとともに、室外熱交換器２３のガス側と圧縮機２１の
吸入側とを連通させる切り換え状態である（図３の切換機構２３の破線を参照）。尚、切
換機構２３は、四路切換弁に限定されるものではなく、例えば、複数の電磁弁を組み合わ
せる等によって、上記と同様の冷媒の流れの方向を切り換える機能を有するように構成し
たものであってもよい。
【００３３】
　室外熱交換器２４は、冷媒と室外空気（ＯＡ）との熱交換を行うことで冷媒の放熱器又
は蒸発器として機能する熱交換器である。この室外熱交換器２４において冷媒と熱交換を
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行う室外空気（ＯＡ）は、室外ファンモータ２６によって駆動される室外ファン２５によ
って室外熱交換器２４に供給されるようになっている。
【００３４】
　－室内ユニット－
　室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄは、上記のように、冷媒連絡管４、５を介して室
外ユニット２に接続されており、冷媒回路１ａの一部を構成している。尚、以下の説明で
は、室内ユニット３ａの構成について説明し、室内ユニット３ｂ、３ｃ、３ｄの構成につ
いては、添字「ａ」を「ｂ」、「ｃ」、「ｄ」に読み替えることで説明を省略する。
【００３５】
　室内ユニット３ａは、主として、室内膨張機構３１ａと、室内熱交換器３２ａとを有し
ている。
【００３６】
　室内膨張機構３１ａは、開度制御を行うことで室内熱交換器３２ａを流れる冷媒の流量
を可変することが可能な電動膨張弁である。
【００３７】
　室内熱交換器３２ａは、冷媒と室内空気（ＲＡ）との熱交換を行うことで冷媒の蒸発器
又は放熱器として機能する熱交換器である。この室内熱交換器３２ａにおいて冷媒と熱交
換を行う室内空気（ＲＡ）は、室内ファンモータ３４ａによって駆動される室内ファン３
３ａによって室内熱交換器３２ａに供給されるようになっている。
【００３８】
　＜換気装置＞
　図４は、換気装置６ａ、６ｂの機器構成図である。
【００３９】
　ここでは、換気装置６ａ、６ｂとして、熱交換器６２ａ、６２ｂを有する換気装置が採
用されている。尚、以下の説明では、換気装置６ａの構成について説明し、換気装置６ｂ
の構成については、添字「ａ」を「ｂ」に読み替えることで説明を省略する。
【００４０】
　換気装置６ａは、主として、室外空気（ＯＡ）を被空調空間（ここでは、エリアＳ１）
に取り入れるための取入口に接続された取入ダクト７、室内空気（ＯＡ）を供給空気（Ｓ
Ａ）として供給する給気口に接続された給気ダクト８ａ、室内空気（ＲＡ）をエリアＳ１
から取り出すための取出口に接続された取出ダクト９ａ、及び、室内空気（ＲＡ）を排出
空気（ＥＡ）として室外に排出するための排出口に接続された排気ダクト１０に接続され
る装置本体６１ａを有している。
【００４１】
　装置本体６１ａには、熱交換器６２ａが設けられるとともに、互いに区画された２つの
通風路６３ａ、６４ａが熱交換器６２ａを横切るように形成されている。ここで、熱交換
器６２ａは、２つの空気流（ここでは、室内空気と室外空気）の間で顕熱と潜熱とを同時
に熱交換する全熱交換器であり、通風路６３ａ、６４ａを跨るように設けられている。一
方の通風路６３ａは、その一端が取入ダクト７に接続されるとともに他端が給気ダクト８
ａに接続されており、室外からエリアＳ１に向けて空気を流すための給気路を構成してい
る。他方の通風路６４ａは、その一端が取出ダクト９ａに接続されるとともに他端が排気
ダクト１０に接続されており、エリアＳ１から室外に向けて空気を流すための排気路を構
成している。また、給気路６３ａには、室外からエリアＳ１に向かう空気流を生成するた
めに、給気ファンモータ６６ａによって駆動される給気ファン６５ａが設けられ、排気路
６４ａには、エリアＳ１から室外に向かう空気流を生成するために、排気ファンモータ６
８ａによって駆動される排気ファン６７ａが設けられている。給気ファン６５ａ及び排気
ファン６７ａは、空気流に対して熱交換器６２ａの下流側に配置されている。
【００４２】
　＜制御装置＞
　図５は、空調換気システムの制御ブロック図（集中制御装置１００及びアダプタ装置７
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０ａ、７０ｂ以外を詳細に図示）であり、図６は、空調換気システムの制御ブロック図（
集中制御装置１００及びアダプタ装置７０ａ、７０ｂを詳細に図示）である。尚、図５に
おいても、室内制御装置１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ、換気制御装置１６０ｂ及び検知
制御装置１１０ｂについては、各部の図示を省略している。
【００４３】
　－室外制御装置－
　室外制御装置１２０は、室外ユニット２の構成機器の制御を行っており、空調制御装置
１２の一部を構成している。室外制御装置１２０は、主として、室外制御部１２１と、室
外通信部１２２と、室外記憶部１２３とを有している。
【００４４】
　室外制御部１２１は、室外通信部１２２及び室外記憶部１２３に接続されている。室外
通信部１２２は、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄや集中制御装置
１００との間で制御データ等の通信を行う。室外記憶部１２３は、制御データ等を記憶す
る。そして、室外制御部１２１は、室外通信部１２２や室外記憶部１２３を介して、制御
データ等の通信や読み書きを行いつつ、室外ユニット２に設けられた圧縮機等の機器２１
、２３、２５の運転制御を行う。
【００４５】
　－室内制御装置－
　室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄは、それぞれ、対応する室内ユ
ニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄの構成機器の制御を行っており、空調制御装置１２の一部
を構成している。室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄは、それぞれ、
主として、室内制御部１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄと、室内通信部１３２ａ
、１３２ｂ、１３２ｃ、１３２ｄと、室内記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３
ｄとを有している。尚、以下の説明では、室内制御装置１３０ａの構成について説明し、
室内制御装置１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄの構成については、添字「ａ」を「ｂ」、「
ｃ」、「ｄ」に読み替えることで説明を省略する。
【００４６】
　室内制御部１３１ａは、室内通信部１３２ａ及び室内記憶部１３３ａに接続されている
。室内通信部１３２ａは、室外制御装置１２０や他の室内制御装置１３０ｂ、１３０ｃ、
１３０ｄ、アダプタ装置７０ａを介して換気制御装置１６０ａ、検知制御装置１１０ａ、
集中制御装置１００との間で制御データ等の通信を行う。室内記憶部１３３ａは、制御デ
ータ等を記憶する。そして、室内制御部１３１ａは、室内通信部１３２ａや室内記憶部１
３３ａを介して、制御データ等の通信や読み書きを行いつつ、室内ユニット３ａに設けら
れた室内膨張機構等の機器３１ａ、３３ａの運転制御を行う。
【００４７】
　－換気制御装置及びアダプタ装置－
　換気制御装置１６０ａ、１６０ｂは、それぞれ、対応する換気装置６ａ、６ｂの構成機
器の制御を行っている。換気制御装置１６０ａ、１６０ｂは、それぞれ、主として、換気
制御部１６１ａ、１６１ｂと、換気通信部１６２ａ、１６２ｂと、換気記憶部１６３ａ、
１６３ｂと、換気操作部１６４ａ、１６４ｂとを有している。また、アダプタ装置７０ａ
、７０ｂは、それぞれ、対応する換気装置６ａ、６ｂを制御する換気制御装置１６０ａ、
１６０ｂに運転指令等を行っている。アダプタ装置７０ａ、７０ｂは、それぞれ、主とし
て、アダプタ制御部７１ａ、７１ｂと、アダプタ通信部７２ａ、７２ｂと、アダプタ記憶
部７３ａ、７３ｂとを有している。尚、以下の説明では、換気制御装置１６０ａ及びアダ
プタ装置７０ａの構成について説明し、換気制御装置１６０ｂ及びアダプタ装置７０ｂの
構成については、添字「ａ」を「ｂ」に読み替えることで説明を省略する。
【００４８】
　換気制御部１６１ａは、換気通信部１６２ａ、換気記憶部１６３ａ及び換気操作部１６
４ａに接続されている。換気通信部１６２ａは、アダプタ装置７０ａを介して室内制御装
置１３０ａ、１３０ｂや集中制御装置１００との間で制御データ等の通信を行う。換気記
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憶部１６３ａは、制御データ等を記憶する。換気操作部１６４ａは、制御指令等の入力を
行う。そして、換気制御部１６１ａは、換気通信部１６２ａや換気記憶部１６３ａ、換気
操作部１６４ａを介して、制御データ等の読み書きや通信を行いつつ、換気装置６ａに設
けられたファン等の機器６５ａ、６７ａの運転制御を行う。
【００４９】
　アダプタ制御部７１ａは、アダプタ通信部７２ａ及びアダプタ記憶部７３ａに接続され
ている。アダプタ通信部７２ａは、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂや集中制御装置１０
０との間、及び、換気通信部１６２ａとの間で制御データ等の通信を行う。アダプタ記憶
部７３ａは、制御データ等を記憶する。そして、アダプタ制御部７１ａは、アダプタ通信
部７２ａやアダプタ記憶部７３ａを介して、制御データ等の読み書きや通信を行いつつ、
換気装置６ａを制御する換気制御装置１６０ａに運転指令等を行う。このように、ここで
は、換気制御装置１６０ａ及び空調装置１の両方と通信可能なアダプタ装置７０ａが、換
気制御装置１６０ａの代わりに空調装置１との通信を行うようになっている。
【００５０】
　－検知制御装置－
　検知制御装置１１０ａ、１１０ｂは、それぞれ、対応する冷媒漏洩検知装置１１ａ、１
１ｂの構成機器の制御、すなわち、冷媒検知部１１４ａ、１１４ｂによる冷媒の検知動作
を行っている。検知制御装置１１０ａ、１１０ｂは、それぞれ、主として、検知制御部１
１１ａ、１１１ｂと、検知通信部１１２ａ、１１２ｂと、検知記憶部１１３ａ、１１３ｂ
と、を有している。尚、以下の説明では、検知制御装置１１０ａの構成について説明し、
検知制御装置１１０ｂの構成については、添字「ａ」を「ｂ」に読み替えることで説明を
省略する。
【００５１】
　検知制御部１１１ａは、検知通信部１１２ａ及び検知記憶部１１３ａに接続されている
。検知通信部１１２ａは、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂや集中制御装置１００との間
で制御データ等の通信を行う。検知記憶部１１３ａは、制御データ等を記憶する。そして
、検知制御部１１１ａは、検知通信部１１２ａや検知記憶部１１３ａを介して、制御デー
タ等の読み書きや通信を行いつつ、冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂの冷媒検知部１１４
ａ等による検知動作を行う。
【００５２】
　－集中制御装置－
　集中制御装置１００は、運転指令等の入力を受け付けて、複数の室内ユニット３ａ、３
ｂ、３ｃ、３ｄの室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ等に制御指令を
行うとともに、運転表示等を行っており、空調制御装置１２の一部を構成している。集中
制御装置１００は、主として、集中制御部１０１と、集中通信部１０２と、集中記憶部１
０３と、集中操作部１０４と、集中表示部１０５とを有している。
【００５３】
　集中制御部１０１は、集中通信部１０２、集中記憶部１０３、集中操作部１０４及び集
中表示部１０５に接続されている。集中通信部１０２は、室内制御装置１３０ａ、１３０
ｂ、１３０ｃ、１３０ｄやアダプタ装置７０ａ、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０
ｂ）、検知制御装置１１０ａ、１１０ｂとの間で制御データ等の通信を行う。集中記憶部
１０３は、制御データ等を記憶する。集中操作部１０４は、制御指令等の入力を行う。集
中表示部１０５は、運転表示等を行う。そして、集中制御部１０１は、集中操作部１０４
を介して制御指令等の入力を受け付けて、集中記憶部１０３に制御データ等の読み書きを
行い、集中表示部１０５に運転表示等を行いつつ、集中通信部１０２を介して、室外制御
装置１２０や室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ、アダプタ装置７０
ａ、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ）、検知制御装置１１０ａ、１１０ｂに制
御指令等を行う。尚、室外制御装置１２０や室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ
、１３０ｄ、アダプタ装置７０ａ、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ）、検知制
御装置１１０ａ、１１０ｂに制御指令等を行う手段として、集中制御部１０１には、集中
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指令部１０６が設けられている。
【００５４】
　また、集中制御部１０１には、ユニット特定部１０７と、エリア登録部１０８とが設け
られている。
【００５５】
　ユニット特定部１０７は、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、換気装置６ａ、６ｂ
及び冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂのそれぞれに対して、互いを区別するユニット番号
を付与するユニット特定処理を行う制御部である。具体的には、ユニット特定部１０７は
、空調装置１や換気装置６ａ、６ｂ、冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂの現場設置後でか
つ運転を行う前に、集中通信部１０２を介して、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３
０ｃ、１３０ｄやアダプタ装置７０ａ、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ）、検
知制御装置１１０ａ、１１０ｂと通信を行い、各制御装置が制御対象とする装置の種別（
ここでは、空調装置の室内ユニット、換気装置、冷媒漏洩検知装置のいずれであるか）を
認識した上で、ユニット番号を室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄや
アダプタ装置７０ａ、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ）、検知制御装置１１０
ａ、１１０ｂに付与する。ここで、ユニット番号を付与する処理は、ユニット特定部１０
７によって自動的に付与されるものであってもよいし、また、集中操作部１０４を介した
入力を通じてユニット特定部１０７によって付与されるものであってもよい。また、各室
内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄに対応してリモコンが設けられる場合には、このよう
なリモコンから手動でユニット番号を付与するようにしてもよい。そして、ユニット特定
部１０７等によって付与されたユニット番号は、各装置の種別を示す機種コードとともに
、集中記憶部１０３に記憶される。また、ユニット特定部１０７等によって各装置に付与
されたユニット番号は、室内記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄ、アダプタ
記憶部７３ａ、７３ｂ（換気記憶部１６３ａ、１６３ｂ）及び検知記憶部１１３ａ、１１
３ｂにも記憶される。
【００５６】
　エリア登録部１０８は、被空調空間の所定のエリア（ここでは、エリアＳ１、Ｓ２）に
対応するエリア識別枠（ここでは、Ｇ１、Ｇ２）に室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ
を割り振るとともに、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが割り振られた各エリア識別
枠Ｇ１、Ｇ２に被空調空間の換気を行う換気装置６ａ、６ｂ（ここでは、アダプタ装置７
０ａ、７０ｂ）を割り振るエリア登録処理を行わせる制御部である。また、ここでは、エ
リア登録部１０８は、エリア登録処理において、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが
割り振られた各エリア識別枠Ｇ１、Ｇ２に冷媒が漏洩しているかどうかを検知する冷媒漏
洩検知装置１１ａ、１１ｂを割り振る処理も行わせる。具体的には、エリア登録部１０８
は、まず、被空調空間の所定のエリア（ここでは、エリアＳ１、Ｓ２）に対応するエリア
識別枠（ここでは、Ｇ１、Ｇ２）を作成する。ここで、エリア識別枠を作成する処理は、
集中操作部１０４を介した入力を通じてエリア登録部１０８によって行われる。次に、エ
リア登録部１０８は、作成されたエリア識別枠に対して、ユニット番号が付与された室内
ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄや換気装置６ａ、６ｂ（ここでは、アダプタ装置７０ａ
、７０ｂ）、冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂを割り振る処理を行う。ここで、エリア識
別枠に各装置を割り振る処理は、集中操作部１０４を介した入力によってエリア登録部１
０８を通じて行われ、エリア登録部１０８によって得られた各装置とエリア識別枠との対
応関係は、ユニット番号及び機種コードと関連付けたデータとして、集中記憶部１０３に
記憶される。また、エリア登録部１０８は、集中通信部１０２を介して、室内制御装置１
３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄやアダプタ装置７０ａ、７０ｂ（換気制御装置１
６０ａ、１６０ｂ）、検知制御装置１１０ａ、１１０ｂと通信を行い、割り振られたエリ
ア識別枠を室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄやアダプタ装置７０ａ
、７０ｂ（換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ）、検知制御装置１１０ａ、１１０ｂに付与
する。そして、エリア登録部１０８によって割り振られたエリア識別枠は、ユニット番号
と関連付けたデータとして、室内記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄ、アダ
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プタ記憶部７３ａ、７３ｂ（換気記憶部１６３ａ、１６３ｂ）及び検知記憶部１１３ａ、
１１３ｂに記憶される。また、室内記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄには
、同じエリア識別枠に割り振られた換気装置６ａ、６ｂ（ここでは、アダプタ装置７０ａ
、７０ｂ）及び冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂのユニット番号及び機種コードも記憶さ
れる。そして、このエリア登録処理によって、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが割
り振られた複数のエリア識別枠（ここでは、Ｇ１、Ｇ２）のうち換気装置６ａ、６ｂ（こ
こでは、アダプタ装置７０ａ、７０ｂ）の割り振りがなされていないエリア識別枠が存在
しない状態、すなわち、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとがアダプタ装置７０ａ、７０
ｂを介して通信接続された状態が得られるようになっている。
【００５７】
　（２）運転
　空調装置１、換気装置６ａ、６ｂ及び冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂを有する空調換
気システムでは、以下の運転が行われる。
【００５８】
　－空調運転－
　まず、冷房運転について説明する。空調制御装置１２（集中制御装置１００）から空調
装置１に冷房運転の指示がなされると、切換機構２３が冷房運転状態（図３の切換機構２
３の実線で示された状態）に切り換えられて、圧縮機２１、室外ファン２５が起動する。
また、冷房運転を行う被空調空間としてエリアＳ１が指定される場合には、室内ファン３
３ａ、３３ｂが起動し、冷房運転を行う被空調空間としてエリアＳ２が指定される場合に
は、室内ファン３３ｃ、３３ｄが起動し、冷房運転を行う被空調空間としてエリアＳ１、
Ｓ２の両方が指定される場合には、室内ファン３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄが起動す
る。
【００５９】
　すると、冷媒回路１ａ内の低圧のガス冷媒は、切換機構２３を経由して、室外熱交換器
２４に送られる。室外熱交換器２４に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機
能する室外熱交換器２４において、室外ファン２５によって供給される室外空気（ＯＡ）
と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液冷媒となる。この高圧の液
冷媒は、液冷媒連絡管４を経由して、エリアＳ１やエリアＳ２の冷房を行うために、室外
ユニット２から室内ユニット３ａ、３ｂや室内ユニット３ｃ、３ｄに送られる。
【００６０】
　室内ユニット３ａ、３ｂや室内ユニット３ｃ、３ｄに送られた高圧の液冷媒は、室内膨
張機構３１ａ、３１ｂや室内膨張機構３１ｃ、３１ｄによって減圧されて、低圧の気液二
相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器３２ａ、３２ｂや
室内熱交換器３２ｃ、３２ｄに送られる。室内熱交換器３２ａ、３２ｂや室内熱交換器３
２ｃ、３２ｄに送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室内
熱交換器３２ａ、３２ｂや室内熱交換器３２ｃ、３２ｄにおいて、室内ファン３３ａ、３
３ｂや室内ファン３３ｃ、３３ｄによってエリアＳ１やエリアＳ２から供給される室内空
気（ＲＡ）と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。
この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管５を経由して、室内ユニット３ａ、３ｂや室内ユ
ニット３ｃ、３ｄから室外ユニット２に送られる。一方、室内熱交換器３２ａ、３２ｂや
室内熱交換器３２ｃ、３２ｄにおいて冷却された室内空気（ＲＡ）は、エリアＳ１やエリ
アＳ２に送られ、これにより、エリアＳ１やエリアＳ２の冷房が行われる。
【００６１】
　室外ユニット２に送られた低圧のガス冷媒は、切換機構２３を経由して、再び、圧縮機
２１に吸入される。
【００６２】
　次に、暖房運転について説明する。空調制御装置１２（集中制御装置１００）から空調
装置１に暖房運転の指示がなされると、切換機構２３が暖房運転状態（図３の切換機構２
３の破線で示された状態）に切り換えられて、圧縮機２１、室外ファン２５が起動する。
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また、暖房運転を行う被空調空間としてエリアＳ１が指定される場合には、室内ファン３
３ａ、３３ｂが起動し、暖房運転を行う被空調空間としてエリアＳ２が指定される場合に
は、室内ファン３３ｃ、３３ｄが起動し、暖房運転を行う被空調空間としてエリアＳ１、
Ｓ２の両方が指定される場合には、室内ファン３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄが起動す
る。
【００６３】
　すると、冷媒回路１ａ内の低圧のガス冷媒は、切換機構２３及びガス冷媒連絡管５を経
由して、エリアＳ１やエリアＳ２の暖房を行うために、室外ユニット２から室内ユニット
３ａ、３ｂや室内ユニット３ｃ、３ｄに送られる。
【００６４】
　室内ユニット３ａ、３ｂや室内ユニット３ｃ、３ｄに送られた高圧のガス冷媒は、室内
熱交換器３２ａ、３２ｂや室内熱交換器３２ｃ、３２ｄに送られる。室内熱交換器３２ａ
、３２ｂや室内熱交換器３２ｃ、３２ｄに送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器とし
て機能する室内熱交換器３２ａ、３２ｂや室内熱交換器３２ｃ、３２ｄにおいて、室内フ
ァン３３ａ、３３ｂや室内ファン３３ｃ、３３ｄによってエリアＳ１やエリアＳ２から供
給される室内空気（ＲＡ）と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液
冷媒となる。この高圧の液冷媒は、室内膨張機構３１ａ、３１ｂや室内膨張機構３１ｃ、
３１ｄによって減圧される。室内膨張機構３１ａ、３１ｂや室内膨張機構３１ｃ、３１ｄ
によって減圧された冷媒は、液冷媒連絡管４を経由して、室内ユニット３ａ、３ｂや室内
ユニット３ｃ、３ｄから室外ユニット２に送られる。一方、室内熱交換器３２ａ、３２ｂ
や室内熱交換器３２ｃ、３２ｄにおいて過熱された室内空気（ＲＡ）は、エリアＳ１やエ
リアＳ２に送られ、これにより、エリアＳ１やエリアＳ２の暖房が行われる。
【００６５】
　室外ユニット２に送られた冷媒は、室外熱交換器２４に送られる。室外熱交換器２４に
送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室外熱交換器２４において、室外ファン２
５によって供給される室外空気（ＯＡ）と熱交換を行って加熱されることによって蒸発し
て、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、切換機構２３を経由して、再び、圧
縮機２１に吸入される。
【００６６】
　－換気運転－
　まず、エリアＳ１の換気運転について説明する。換気制御装置１６０ａから換気装置６
ａに換気運転の指示がなされると、給気ファン６５ａ及び排気ファン６７ａが起動する。
ここで、換気運転の指示には、換気制御装置１６０ａの換気操作部１６４ａからの入力に
よる場合と、アダプタ装置７０ａを介して空調制御装置１２からの要求による場合とがあ
る。
【００６７】
　すると、取入ダクト７を通じて室外から装置本体６１ａに流入した室外空気（ＯＡ）と
、取出ダクト９ａを通じてエリアＳ１から装置本体６１ａに流入した室内空気（ＲＡ）と
が、熱交換器６２ａにおいて、熱交換を行う。そして、熱交換器６２ａにおいて熱交換を
行った室外空気（ＯＡ）は、給気ダクト８ａを通じて装置本体６１ａからエリアＳ１に供
給空気（ＳＡ）として供給され、熱交換器６２ａにおいて熱交換を行った室内空気（ＲＡ
）は、排気ダクト１０を通じて装置本体６１ａから室外に排出空気（ＥＡ）として排出さ
れる。
【００６８】
　次に、エリアＳ２の換気運転について説明する。換気制御装置１６０ｂから換気装置６
ｂに換気運転の指示がなされると、給気ファン６５ｂ及び排気ファン６７ｂが起動する。
ここで、換気運転の指示には、換気制御装置１６０ｂの換気操作部１６４ｂからの入力に
よる場合と、アダプタ装置７０ｂを介して空調制御装置１２からの要求による場合とがあ
る。
【００６９】
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　すると、取入ダクト７を通じて室外から装置本体６１ｂに流入した室外空気（ＯＡ）と
、取出ダクト９ｂを通じてエリアＳ２から装置本体６１ｂに流入した室内空気（ＲＡ）と
が、熱交換器６２ｂにおいて、熱交換を行う。そして、熱交換器６２ｂにおいて熱交換を
行った室外空気（ＯＡ）は、給気ダクト８ｂを通じて装置本体６１ｂからエリアＳ２に供
給空気（ＳＡ）として供給され、熱交換器６２ｂにおいて熱交換を行った室内空気（ＲＡ
）は、排気ダクト１０を通じて装置本体６１ｂから室外に排出空気（ＥＡ）として排出さ
れる。
【００７０】
　－冷媒排出運転－
　ここでは、空調装置１からの冷媒の漏洩によって、エリアＳ１、Ｓ２における酸欠事故
、着火事故（冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合）や中毒事故（冷媒が毒性を有する場
合）が発生することを防止するために、冷媒排出運転を行えるようになっている。すなわ
ち、空調装置１から冷媒が漏洩して冷媒漏洩検知装置１１ａや冷媒漏洩検知装置１１ｂが
冷媒を検知した場合に、冷媒が検知されたエリアＳ１の空調を受け持つ室内ユニット３ａ
、３ｂや冷媒が検知されたエリアＳ２の空調を受け持つ室内ユニット３ｃ、３ｄから冷媒
が漏洩しているものと判断して、冷媒が検知されたエリアＳ１の換気装置６ａやエリアＳ
２の換気装置６ｂを強制的に運転することによって、冷媒が検知されたエリアＳ１や冷媒
が検知されたエリアＳ２から冷媒を排出するのである。
【００７１】
　まず、エリアＳ１の冷媒漏洩検知装置１１ａが冷媒を検知した場合について説明する。
エリアＳ１の冷媒検知を受け持つ冷媒漏洩検知装置１１ａが冷媒を検知すると、室内制御
装置１３０ａ、１３０ｂを介して、その信号を受けた空調制御装置１２（ここでは、集中
制御装置１００）が、エリアＳ１の空調を受け持つ室内ユニット３ａ、３ｂの室内制御装
置１３０ａ、１３０ｂ及びエリアＳ１の換気を受け持つ換気装置６ａの換気制御装置１６
０ａに冷媒排出運転を行うように指示する。ここで、換気制御装置１６０ａへの冷媒排出
運転の指示は、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂから行われる。また、ここでは、換気制
御装置１６０ａへの冷媒排出運転の指示は、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂから冷媒排
出運転の指示を受けたアダプタ装置７０ａを介して行われる。
【００７２】
　すると、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂは、室内膨張機構３１ａ、３１ｂを閉止する
とともに、室外ユニット２の室外制御装置１２０に対して空調運転（冷房運転や暖房運転
）を停止するように指示する。室外制御装置１２０は、圧縮機２１や室外ファン２５を停
止させ、これにより、空調装置１が停止する。また、換気制御装置１６０ａは、換気運転
を行っていない場合には、給気ファン６５ａ及び排気ファン６７ａを起動することで換気
運転を開始し、換気運転を行っている場合には、換気運転を継続することによって、エリ
アＳ１から冷媒を排出する。
【００７３】
　次に、エリアＳ２の冷媒漏洩検知装置１１ｂが冷媒を検知した場合について説明する。
エリアＳ２の冷媒検知を受け持つ冷媒漏洩検知装置１１ｂが冷媒を検知すると、室内制御
装置１３０ｃ、１３０ｄを介して、その信号を受けた空調制御装置１２（ここでは、集中
制御装置１００）が、エリアＳ２の空調を受け持つ室内ユニット３ｃ、３ｄの室内制御装
置１３０ｂ、１３０ｄ及びエリアＳ２の換気を受け持つ換気装置６ｂの換気制御装置１６
０ｂに冷媒排出運転を行うように指示する。ここで、換気制御装置１６０ｂへの冷媒排出
運転の指示は、室内制御装置１３０ｃ、１３０ｄから行われる。また、ここでは、換気制
御装置１６０ｂへの冷媒排出運転の指示は、室内制御装置１３０ｃ、１３０ｄから冷媒排
出運転の指示を受けたアダプタ装置７０ｂを介して行われる。
【００７４】
　すると、室内制御装置１３０ｃ、１３０ｄは、室内膨張機構３１ｃ、３１ｄを閉止する
とともに、室外ユニット２の室外制御装置１２０に対して空調運転（冷房運転や暖房運転
）を停止するように指示する。室外制御装置１２０は、圧縮機２１や室外ファン２５を停
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止させ、これにより、空調装置１が停止する。また、換気制御装置１６０ｂは、換気運転
を行っていない場合には、給気ファン６５ｂ及び排気ファン６７ｂを起動することで換気
運転を開始し、換気運転を行っている場合には、換気運転を継続することによって、エリ
アＳ２から冷媒を排出する。
【００７５】
　（３）現場設置後における空調装置と換気装置との間の通信系統の接続
　上記の冷媒排出運転のような室内マルチ型の空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとを連動
させる運転は、両装置１、６ａ、６ｂ間の通信系統の接続が行われることで可能となるも
のである。言い換えれば、両装置１、６ａ、６ｂ間の通信系統の接続が行われていない場
合には、互いに連動することはなく、各装置１、６ａ、６ｂを独立して運転できるだけ（
すなわち、空調運転と換気運転とが独立して運転できるだけ）である。そして、室内マル
チ型の空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとが独立して選定・設置されることを考慮すると
、上記のように、冷媒排出運転を行う構成を採用しようとしても、設置現場において、両
装置１、６ａ、６ｂ間の通信系統の接続が確実になされない状況が発生するおそれがある
。このため、室内マルチ型の空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとが独立して設置される構
成においては、冷媒が漏洩した際に換気装置６ａ、６ｂが運転される等の対策が確立しな
いままで空調装置１の運転が行われるおそれがあり、空調装置１からの冷媒の漏洩による
事故が発生する可能性を排除することができないという問題がある。
【００７６】
　そこで、ここでは、以下に説明するように、空調制御装置１２が、被空調空間の各エリ
ア（ここでは、エリアＳ１、Ｓ２）に対応するエリア識別枠（ここでは、Ｇ１、Ｇ２）に
室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄを割り振るとともに、室内ユニット３ａ、３ｂ、３
ｃ、３ｄが割り振られた各エリア識別枠Ｇ１、Ｇ２に被空調空間の換気を行う換気装置６
ａ、６ｂを割り振るエリア登録処理を行わせるように構成されている。しかも、空調制御
装置１は、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが割り振られたエリア識別枠Ｇ１、Ｇ２
のうち換気装置６ａ、６ｂの割り振りがなされていないエリア識別枠が存在する場合、す
なわち、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとが通信接続された状態になるまでは、空調装
置１の運転を行えないようにしている。
【００７７】
　以下、このような現地設置後における空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの間の通信系
統の接続について、図７及び図８を用いて説明する。ここで、図７は、現場設置後におけ
る各装置１、１１ａ、１１ｂ、６ａ、６ｂ間の通信系統の接続処理を示すフローチャート
である。図８は、運転許可後のエリアと各装置との対応関係を示す図である。
【００７８】
　－ユニット特定処理－
　空調制御装置１２は、まず、ステップＳＴ１において、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ
、３ｄ、換気装置６ａ、６ｂに対応するアダプタ装置７０ａ、７０ｂ、冷媒漏洩検知装置
１１ａ、１１ｂのそれぞれに対して互いを区別するユニット番号を付与するユニット特定
処理を行う。ここでは、「００」～「０７」のユニット番号が、室内ユニット３ａ、３ｂ
、３ｃ、３ｄ、換気装置６ａ、６ｂ（アダプタ装置７０ａ、７０ｂ）、冷媒漏洩検知装置
１１ａ、１１ｂに付与される。ユニット特定処理は、ここでは、主として、集中制御装置
１００のユニット特定部１０７等によって行われる。そして、付与されたユニット番号は
、装置の種別を示す機種コード（ここでは、空調装置１の室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ
、３ｄを示す「Ｕ１」、換気装置６ａ、６ｂを示す「Ｕ２」、冷媒漏洩検知装置１１ａ、
１１ｂを示す「Ｕ３」）とともに、集中制御装置１００の集中記憶部１０３にすべて記憶
される。また、各装置３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、６ａ、６ｂ、１１ａ、１１ｂの制御装置
１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ、１６０ａ、１６０ｂ（７０ａ、７０ｂ）、１
１０ａ、１１０ｃの記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄ、１６３ａ、１６３
ｂ（７３ａ、７３ｂ）、１１３ａ、１１３ｂにおいても、対応するユニット番号がそれぞ
れ記憶される。
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【００７９】
　－エリア登録処理－
　次に、空調制御装置１２は、ステップＳＴ２において、被空調空間の所定のエリア（こ
こでは、エリアＳ１、Ｓ２）に対応するエリア識別枠（ここでは、Ｇ１、Ｇ２）に室内ユ
ニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄを割り振るとともに、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３
ｄが割り振られた各エリア識別枠Ｇ１、Ｇ２に被空調空間の換気を行う換気装置６ａ、６
ｂ（アダプタ装置７０ａ、７０ｂ）を割り振るエリア登録処理を行わせる。また、ここで
は、エリア登録処理において、換気装置６ａ、６ｂ（アダプタ装置７０ａ、７０ｂ）だけ
でなく、各エリア識別枠Ｇ１、Ｇ２に冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知装置１１ａ、１
１ｂも割り振られる。ここでは、エリアＳ１に対応する「Ｇ１」のエリア識別枠に、室内
ユニット３ａ、３ｂ、換気装置６ａ（アダプタ装置７０ａ）、冷媒漏洩検知装置１１ａが
割り振られ、エリアＳ２に対応する「Ｇ２」のエリア識別枠に、室内ユニット３ｃ、３ｄ
、換気装置６ｂ（アダプタ装置７０ｂ）、冷媒漏洩検知装置１１ｂが割り振られる。エリ
ア登録処理は、ここでは、主として、集中制御装置１００のエリア登録部１０８によって
行われる。そして、エリア登録部１０８によって得られた各装置とエリア識別枠との対応
関係は、ユニット番号及び機種コードと関連付けたデータとして、集中記憶部１０３に記
憶される（図８参照）。また、各装置３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、６ａ、６ｂ、１１ａ、１
１ｂの制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ、１６０ａ、１６０ｂ（７０ａ
、７０ｂ）、１１０ａ、１１０ｃの記憶部１３３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄ、１
６３ａ、１６３ｂ（７３ａ、７３ｂ）、１１３ａ、１１３ｂにおいても、エリア登録部１
０８によって割り振られたエリア識別枠がそれぞれ記憶される。さらに、室内記憶部１３
３ａ、１３３ｂ、１３３ｃ、１３３ｄには、同じエリア識別枠に割り振られた換気装置６
ａ、６ｂ及び冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂのユニット番号及び機種コードも記憶され
る。これにより、被空調空間のエリアＳ１に対応するエリア識別枠Ｇ１には、室内ユニッ
ト３ａ、３ｂ、換気装置６ａ及び冷媒漏洩検知装置１１ａが割り振られ、被空調空間のエ
リアＳ２に対応するエリア識別枠Ｇ２には、室内ユニット３ｃ、３ｄ、換気装置６ｂ及び
冷媒漏洩検知装置１１ｂが割り振られ、各装置１、６ａ、６ｂ、１１ａ、１１ｂが空調制
御装置１２を通じて連動可能な状態となる。
【００８０】
　－換気装置等の割り振り完了判定、運転許可－
　次に、空調制御装置１２は、ステップＳＴ３において、空調装置１の室内ユニット３ａ
、３ｂ、３ｃ、３ｄが設置されたエリアのすべて（ここでは、Ｓ１、Ｓ２）への換気装置
６ａ、６ｂ及び冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂの割り振りが完了しているかどうかを判
定し、割り振りが完了している場合には、ステップＳＴ４において、空調装置１の運転を
許可し、一連の各装置１、６ａ、６ｂ、１１ａ、１１ｂ間の通信系統の接続処理を終了す
る。
【００８１】
　このように、ここでは、室内マルチ型の空気調和装置１を設置するにあたり、複数（こ
こでは、４つ）の室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄを被空調空間のエリアＳ１、Ｓ２
ごとに割り振り、かつ、各エリアＳ１、Ｓ２に対応して換気装置６ａ、６ｂや冷媒漏洩検
知装置１１ａ、１１ｂが空調制御装置１２に入力される状態を確立することによって、設
置現場において、各装置１、６ａ、６ｂ、１１ａ、１１ｂ間の通信系統の接続が確実にな
されるようにしている。
【００８２】
　このため、ここでは、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとが通信接続された状態が確立
されるまでは空調装置１の運転を行えないようにすることができる。これにより、ここで
は、空調装置１からの指令によって換気装置６ａ、６ｂを運転させることが可能な状態に
する以前に、空調装置１からの冷媒の漏洩による事故（着火事故や中毒事故等）への対策
を講じることができる。
【００８３】
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　（４）運転開始後に空調装置と換気装置との通信接続の異常が発生した場合の運転
　上記のように、ここでは、現場設置後における空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの間
の通信系統の接続処理を行うことで、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとを通信接続して
おき、空調装置１から冷媒が漏洩した際に、空調制御装置１２からアダプタ装置７０ａ、
７０ｂを介した換気制御装置１６０ａ、１６０ｂへの指令により換気装置６ａ、６ｂを運
転させること（冷媒排出運転）で、被空調空間（ここでは、エリアＳ１、Ｓ２）から漏洩
した冷媒を排出できるようにしている。
【００８４】
　しかし、このような構成では、何らかの原因で空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通
信接続の異常が発生すると、空調制御装置１２からアダプタ装置７０ａ、７０ｂを介した
換気制御装置１６０ａ、１６０ｂへの指令が行われなくなる。このため、冷媒が漏洩した
際に冷媒排出運転ができず、エリアＳ１、Ｓ２から漏洩した冷媒を排出することができな
くなってしまう。
【００８５】
　そこで、ここでは、以下に説明するように、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信
接続の異常が発生した場合には、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂが、冷媒の漏洩が検知
されたかどうかにかかわらず、換気装置６ａ、６ｂの運転（強制換気運転）を行うように
している。
【００８６】
　以下、このような強制換気運転について、図９を用いて説明する。ここで、図９は、強
制換気運転を示すフローチャートである。
【００８７】
　まず、空調制御装置１２、及び、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂに対応するアダプタ
装置７０ａ、７０ｂは、ステップＳＴ１１において、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂと
の通信接続の異常の有無を判定する。ここで、空調装置１と換気装置６ａとの通信接続が
正常であれば、空調制御装置１２を構成する室内制御装置１３０ａ、１３０ｂと換気制御
装置１６０ａに接続されたアダプタ装置７０ａとの通信接続が確立されているはずである
ため、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂにおいて、アダプタ装置７０ａからの通信が正常
に行われているかどうかを判定し、アダプタ装置７０ａにおいて、室内制御装置１３０ａ
、１３０ｂからの通信が正常に行われているかどうかを判定する。また、空調装置１と換
気装置６ｂとの通信接続が正常であれば、空調制御装置１２を構成する室内制御装置１３
０ｃ、１３０ｄと換気制御装置１６０ｂに接続されたアダプタ装置７０ｂとの通信接続が
確立されているはずであるため、室内制御装置１３０ｃ、１３０ｄにおいて、アダプタ装
置７０ｂからの通信が正常に行われているかどうかを判定し、アダプタ装置７０ｂにおい
て、室内制御装置１３０ｃ、１３０ｄからの通信が正常に行われているかどうかを判定す
る。
【００８８】
　そして、ステップＳＴ１１において、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の
異常が発生していない場合には、ステップＳＴ１２に移行する。ステップＳＴ１２におい
て、空調制御装置１２は、空調制御装置１２（ここでは、室内制御装置１３０ｂ、１３０
ｄ）に接続された冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂとの通信によって、空調装置１から冷
媒の漏洩が発生しているかどうかを判定する。ここで、被空調空間のエリアＳ１の冷媒漏
洩検知装置１１ａが冷媒を検知した場合には、エリアＳ１において冷媒の漏洩が発生して
いるものと判定され、エリアＳ２の冷媒漏洩検知装置１１ｂが冷媒を検知した場合には、
エリアＳ２において冷媒の漏洩が発生しているものと判定される。そして、ステップＳＴ
１２において、エリアＳ１、Ｓ２のいずれにおいても冷媒の漏洩が発生していない場合に
は、ステップＳＴ１１に戻り、空調制御装置１２は、再び、通信接続の異常の有無を判定
する。そして、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の異常が発生せず、かつ、
冷媒の漏洩が発生していない場合には、ステップＳＴ１１、ＳＴ１２の処理が繰り返され
、所望の空調装置１や換気装置６ａ、６ｂの運転が継続されることになる。
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【００８９】
　これに対して、ステップＳＴ１１、Ｓ１２において、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂ
との通信接続の異常が発生しておらず、かつ、冷媒の漏洩が発生している場合には、空調
制御装置１２は、アダプタ装置７０ａ、７０ｂを介して換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ
に対して冷媒排出運転を行うように指令する。ここで、冷媒排出運転とは、上記のとおり
、冷媒が検知されたエリアＳ１の換気装置６ａやエリアＳ２の換気装置６ｂを強制的に運
転することによって、冷媒が検知されたエリアＳ１や冷媒が検知されたエリアＳ２から冷
媒を排出する運転である。
【００９０】
　一方、ステップＳＴ１１において、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の異
常が発生している場合には、仮に、空調制御装置１２が冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂ
との通信によって空調装置１から冷媒の漏洩が発生していることを判定でき、かつ、空調
制御装置１２がアダプタ装置７０ａ、７０ｂを介して換気制御装置１６０ａ、１６０ｂに
対して冷媒排出運転を行うように指令しようとしても、その指令を送信することができな
い。そこで、ステップＳＴ１１において空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の
異常が発生している場合には、ステップＳＴ１４に移行して、換気制御装置１６０ａ、１
６０ｂが、冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気装置６ａ、６ｂの運転（
強制換気運転）を行うようにしている。尚、ここでは、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ
がアダプタ装置７０ａ、７０ｂを介して空調制御装置１２に接続されている。このため、
ここでは、ステップＳＴ１１において空調装置１との通信接続の異常が発生しているもの
と判定したアダプタ装置７０ａ、７０ｂが、対応する換気制御装置１６０ａ、１６０ｂに
対して、強制換気運転の指示を行い、この指示を受けた換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ
が給気ファン６５ａ、６５ｂ及び排気ファン６７ａ、６７ｂを起動することで強制換気運
転を行うことになる。
【００９１】
　このように、ここでは、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の異常が発生し
た場合には、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ側の判断で、被空調空間（ここでは、エリ
アＳ１、Ｓ２）の換気を強制的に行い、冷媒の漏洩が発生している場合にはエリアＳ１、
Ｓ２から漏洩した冷媒を排出することができるため、空調装置１からの冷媒の漏洩による
事故の発生を確実に抑えることができる。
【００９２】
　また、ここでは、上記のように、現地設置後において空調装置１と換気装置６ａ、６ｂ
とが通信接続された状態が確立されるまでは空調装置１の運転を行えないようにしており
、空調装置１からの指令によって換気装置６ａ、６ｂを運転させることが可能な状態にす
る以前に、空調装置１からの冷媒の漏洩による事故への対策を講じるようにしている。こ
れにより、ここでは、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとが通信接続された状態になる前
後にわたって、空調装置１からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に抑えることができ
る。
【００９３】
　また、ここでは、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとをアダプタ装置７０ａ、７０ｂを
介して通信接続することで、空調制御装置１２と換気制御装置１６０ａ、１６０ｂとの直
接接続では通信できない場合等に対応できるようにしている。そして、空調装置１と換気
装置６ａ、６ｂとの通信接続の異常が発生した場合には、アダプタ装置７０ａ、７０ｂが
、冷媒の漏洩が検知されたかどうかにかかわらず、換気装置６ａ、６ｂの運転を行うよう
にしている。これにより、ここでは、空調制御装置１２と換気制御装置１６０ａ、１６０
ｂとの直接接続では通信できない場合等に対応しつつ、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂ
との通信接続の異常が発生した場合に、被空調空間（ここでは、エリアＳ１、Ｓ２）の換
気を強制的に行い、冷媒の漏洩が発生している場合にはエリアＳ１、Ｓ２から漏洩した冷
媒を排出することができるため、空調装置１からの冷媒の漏洩による事故の発生を確実に
抑えることができる。



(18) JP 2016-211794 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

【００９４】
　また、ここでは、冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂを空調制御装
置１２に接続しているため、空調装置１と換気装置６ａ、６ｂとの通信接続の異常が発生
した場合には、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂが冷媒の漏洩の有無を知ることができな
くなるが、上記のように、換気制御装置１６０ａ、１６０ｂ側の判断で、冷媒の漏洩の発
生に備えて換気装置６ａ、６ｂを運転させることができる。
【００９５】
　（５）変形例
　＜Ａ＞
　上記実施形態では、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄとして、天井設置型のものが
採用されているが、これに限定されるものではなく、例えば、壁設置、壁裏設置、床上設
置、床下設置、天井裏設置、機械室設置等の他の型式の室内ユニットであってもよい。
【００９６】
　＜Ｂ＞
　上記実施形態では、換気装置６ａ、６ｂとして、天井裏設置型のものが採用されている
が、これに限定されるものではなく、例えば、壁裏設置、床下設置、機械室設置等の他の
型式の換気装置であってもよい。また、上記実施形態では、換気装置６ａ、６ｂとして、
全熱交換器６２ａ、６２ｂを有する型式のものが採用されているが、これに限定されるも
のではなく、例えば、ファンのみを有するもの等の他の型式の換気装置であってもよい。
【００９７】
　＜Ｃ＞
　上記実施形態では、各制御装置間が通信線を介して接続された有線通信接続が採用され
ているが、これに限定されるものではなく、無線通信等の他の形式の通信接続であっても
よい。
【００９８】
　＜Ｄ＞
　上記実施形態では、冷媒漏洩検知装置１１ａ、１１ｂが被空調空間のエリアＳ１、Ｓ２
に設けられているが、これに限定されるものではなく、例えば、室内ユニット３ａ、３ｂ
、３ｃ、３ｄに設けられていてもよい。
【００９９】
　＜Ｅ＞
　上記実施形態では、冷媒排出運転の要否を集中制御装置１００が判断しているが、これ
に限定されるものではなく、室内制御装置１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄが判
断するようにしてもよい。
【０１００】
　＜Ｆ＞
　上記実施形態では、集中制御装置１００が被空調空間のエリアＳ２に設けられているが
、空調対象の建物内の別の空間に設けられていてもよいし、空調対象の建物外等の遠隔地
に設けられていてもよい。
【０１０１】
　＜Ｇ＞
　上記実施形態では、空調装置１をエリアＳ１、Ｓ２（エリア識別枠Ｇ１、Ｇ２）ごとに
制御するために集中制御装置１００が設けられているが、各室内ユニット３ａ、３ｂ、３
ｃ、３ｄに対応してリモコンが設けられる場合には、これらのリモコンの一つを集中制御
装置１００として機能させるようにしてもよい。
【０１０２】
　＜Ｈ＞
　上記実施形態では、空調装置１（具体的には、室内ユニット３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ）
と換気装置６ａ、６ｂとの間の通信が、アダプタ装置７０ａ、７０ｂを介した間接的な接
続によって行われるようになっているが、これに限定されるものではない。例えば、室内
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を直接接続で通信できる場合には、アダプタ装置７０ａ、７０ｂを省略してもよい。
【０１０３】
　＜Ｉ＞
　上記実施形態では、ユニット番号やユニット番号やエリア識別枠、機種コードの値とし
て、「００」や「Ｇ１」、「Ｕ１」のような数字や記号を使用しているが、これに限定さ
れるものではなく、具体的な名称を示す文字列等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、冷媒が循環する冷媒回路を有しており被空調空間の空調を行う空調装置と、
被空調空間の換気を行う換気装置と、を含む空調換気システムに対して、広く適用可能で
ある。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　　　　　　　空調装置
　１ａ　　　　　　　　冷媒回路
　６ａ、６ｂ　　　　　換気装置
　１１ａ、１１ｂ　　　冷媒漏洩検知装置
　１２　　　　　　　　空調制御装置
　７０ａ、７０ｂ　　　アダプタ装置
　１６０ａ、１６０ｂ　換気制御装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０６】
【特許文献１】特開２００１－７４２８３号公報
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(21) JP 2016-211794 A 2016.12.15
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